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研究成果の概要（和文）： 　私人による違法行為の抑止とエンフォースメントの実現は、金銭的強制とクラ
ス・アクションを通じた集団的救済により担保される。多額な損害賠償が当該違法行為者と一般社会に対して違
法行為抑止を実現するためである。懲罰的損害賠償制度が不在であっても、精神的損害賠償を加算することで多
額な損害賠償は可能できる。クラス・アクションは契約条項により放棄して仲裁手続により代替可能である。合
衆国最高裁判所は、この私的紛争処理方法が信義則および公序良俗に合致するものとするが、これら実体法上の
原理について明確な検討がなされていない。そこで、私人の意思により公的紛争解決を否定できるかが問題とな
る。

研究成果の概要（英文）： The deterrence of malfeasance and the realization of enforcement by a 
private person are secured by compensation collectively by class actions. It is because the 
deterrence of malfeasance is realizable to the malfeasance person concerned and general public by a 
plenty amount of damages. The collective remedial process expands the effect of damages.  Even if 
the punitive damages of the Anglo-American Law system is absent in Continental Law System, a great 
amount of damages is realizable by adding mental compensation. According to the United States 
Supreme Court, this private dispute resolution is judged to be a thing corresponding to the theory 
of good-faith and public policy. However, the review on these substantive legal theory is not made. 
A private person's intent denies a public dispute resolution system as a result.　This problem 
remains unanswered and needs to be solved.

研究分野： 英米法
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１．研究開始当初の背景 

 事故や詐欺等ではインターネットなどの

媒体によって損害の拡大と広域化が起こり、

公的機関の規制のみでの対応が困難となっ

ている。とりわけ、これは生活妨害など継

続的不法行為や証券取引における詐欺に顕

著に見られる。継続的不法行為およびイン

サイダー取引をはじめとする違法な証券取

引は民事訴訟によりその救済が図られるた

め、私人による法の実現すなわち法的なエ

ンフォースメントがなされている。しかし、

不法行為および違法な証券取引の再発によ

り、時間的かつ金銭的に私人への負担が増

大化する懸念が生まれ、私人による法的エ

ンフォースメントの実効性が確保できなく

なる。 

そこで、明確に損害賠償へ抑止的効果を

もたせて、違法行為の再発を防止すること

が課題となる。わが国の損害賠償制度は、

相当因果関係にある損害の補填を主たる目

的とするものである。損害賠償が現実にそ

の抑止的機能をもっているのかは必ずしも

明らかにされず、不実表示不法行為や生活

妨害など継続的不法行為および不公正な詐

欺取引が未だに後を絶っていない状況があ

る。 

 

２．研究の目的 

 したがって、民事罰および信義誠実の原

則から、私人による違法行為の抑止および

エンフォースメントを行うことは、現状の

問題を解決する上で必要となる。本研究で

は、この点について考察を進める。アメリ

カにおいては、コモン・ロー裁判所以来の

伝統で損害賠償に懲罰的損害賠償を認めて

きた。この賠償方法は、故意または無謀と

もいえる違法行為から発生した損害に対し

て、填補賠償以外に罰として付加的な賠償

を認める制度である。また、エクイテイ裁

判所以来の伝統として、クリーン・ハンド

の原則があり、信義誠実ではない行為者の

訴えを却下することになっている。しかし、

私人による違法行為の抑止とエンフォース

メントには時として濫用が発生する。不法

行為と証券詐欺事件では、多額の和解金を

獲得する目的でのみクラス・アクションが

提起されている。そこで、アメリカでの懲

罰的賠償や信義則がクラス・アクションを

媒介にした場合には、濫用のおそれが存在

するわけである。これを踏まえて、民事実

体法上の原則がクラス・アクションという

訴訟手続を媒介としたときの影響こそが、

私人による違法行為の抑止とエンフォース

メントの可能性を探る上で重要となる。 

これを踏まえて、①損害賠償とりわけ懲

罰的損害賠償およびクラス・アクションに

よる違法行為の抑止とエンフォースメント

効果、②当該効果を導く上での補助的制度、

そして③クラス・アクションを用いること

による問題と信義則および公序良俗の適用

の是非について、以上の視点から考察を加

える。 

 

３．研究の方法 

 アメリカにおける私人による違法行為の

抑止的効果とエンフォースメントの状況を、

第 1 に懲罰的損害賠償を媒介にして不法行

為と違法な証券取引の事例から把握した。

ニューサンスおよびプライバシー侵害等の

不法行為と違法な証券取引に関する先行研

究を検討することからこれを行った。第 2

に、クラス・アクションに焦点をあて、こ

れによる違法行為の抑止とエンフォースメ

ントの有無について検討を加えた。第 3 に、

懲罰的損害賠償およびクラス・アクション

の実行を担保するいわば補助的制度の抽出

と検討を行った。これら第 1 から第 3 の研

究過程で、アメリカ・カナダにおいて海外

研究協力者との研究会を開催し、研究資料

の収集、および懲罰的損害賠償とクラス・



アクションによる違法性抑止とエンフォー

スメントにつき、彼らの意見を研究実施に

反映させている。カナダは日米両者の司法

制度および法系を有するため、同国の研究

協力者の意見に留意している。また、イタ

リアが近年アメリカ法の影響を受けている

ため、同国の損害賠償およびクラス・アク

ション制度の理解を深めるとともに、わが

国に示唆する点を検討した。 

以上の検討結果に基づいて、損害賠償と

クラス・アクションを媒介とする私人によ

る違法行為の抑止とエンフォースメントの

構築の可能性およびそれを巡る問題に焦点

を移した。近年アメリカでは、消費者契約

上の紛争をクラス・アクション提起の放棄

と仲裁の強制を認める特約の妥当性が争わ

れている。2011 年に合衆国最高裁判所は、

この特約を信義則および公序良俗に合致し

ていると認め、さらに 2015 年にもこの判

断を維持する旨を示した。私人によるエン

フォースメントを促す判断ともいえるが、

クラス・アクションによる違法性の抑止お

よびエンフォースメントを否定する効果が

発生したといえる。この判断に対して、ア

メリカの実務家と研究者の間で様々な研究

が開始された。そこで、ハワイ州最高裁判

所裁判官およびハワイ州弁護士との研究会

に参加し、当該効果に対する検討を加えた。 
 
４．研究成果 

 まず、アメリカにおける不法行為損害

賠償の検討と証券詐欺に関する証券投資情

報および証券詐欺規制を検討した。不法行

為については、私人の違法行為の抑止効果

として学校事故を扱い、学校という限定的

範囲における不法行為の私人による解決の

視点から、違法性の除去とエンフォースメ

ントへの私人の関わり方を、教師の不法行

為責任の分析を加えた。不法行為損害賠償

においては、懲罰的損害賠償が私人による

違法性抑止およびエンフォースメントに多

大な貢献をしているだけでなく、填補損害

賠償においてもそれが見えていることが明

らかになった。また、学校事故の場面にお

いては、アメリカでは監督者責任が不在の

ため、不法行為事件当事者に紛争解決を委

ね、被害者が救済されない状況が判明して

いる。証券詐欺については、行政による証

券投資情報と証券詐欺規制が違法性抑止と

エンフォースメントの前提であり、必ずし

も私人が主たる要因となっていないことが

分析された。 

 次に、懲罰的損害賠償が英米における民

事上の違法行為への抑止とエンフォースメ

ントの中心的役割を果たしている点に着目

して、この賠償方法が出現した過程を分析

しその本旨を検討した。懲罰的損害賠償は

イギリスを起源とするが、20 世紀中葉以降

はアメリカにおける状況とは異なる様相を

示し始めている。すなわち、アメリカとは

異なりイギリスにおいては懲罰的損害賠償

を受領することが困難となっているのであ

る。イギリスの状況はオーストラリアをは

じめとする英連邦諸国に影響を与えるもの

となっており、懲罰的損害賠償はアメリカ

においては独自の発展を遂げている。しか

し、イギリスにおいても懲罰的損害賠償制

度を否定する動向はなく、私人による違法

性の抑止およびエンフォースメントにかか

る影響についての認識は同一法圏内で共有

されていることが示された。証券詐欺に関

しては、コンプライアンスの視点から最近

の合衆国最高裁判所判決の検討を行った結

果、取締役の責任を媒介に違法行為の抑止

とエンフォースメントの実行が分析された。 

 第 3 に、懲罰的損害賠償およびクラス・

アクションによる違法行為の抑止とエンフ

ォースメントを支える補助的制度の分析お

よび検討の結果、次のことが示された。ま

ず、不法行為因果関係の立証において、証

拠法では専門家証言採用で厳格な基準が採



られているが、実際には科学的曖昧性がゆ

えに因果関係が不明瞭となっていることで

ある。次に定期金賠償方式で不法行為加害

者の負担を平準化する方策も可能であるが、

実際には税金対策としてのみ機能している

のである。さらに、賠償責任保険により私

人による救済が可能となっている点である。

そして最後に、訴訟による解決が選択され

る場合、アメリカにおいては裁判官の補助

制度が存在しており、これが私人による違

法行為抑止とエンフォースメントに多大な

貢献をしている点である。とりわけスペシ

ャル・マスターを媒介として裁判の活性化

が図られているのである。当該制度の維持

は訴訟当事者の金銭拠出によるため、連邦

および州裁判所の予算削減を受けて、今後

一層用いられる可能性がある。  

アメリカのクラス・アクション制度はヨ

ーロッパ諸国に影響を与えており、例えば

イタリアにおいてもクラス・アクションを

用いて不法行為とりわけ大規模不法行為の

解決が図られている。ただし、立法措置に

よるものであり、それを媒介として損害賠

償の抑止効果とエンフォースメントが試み

られている。アメリカにおける私人の違法

行為抑止とエンフォースメントの方法とは

異なり公的な措置が主たるものとなってい

る。アメリカにおいても証券詐欺規制が公

的措置を第一義とするものである。しかし、

当該領域においてもクラス・アクションを

媒介として違法行為抑止とエンフォースメ

ントが私人によりなされる傾向が強くなっ

てきた。 

 アメリカにおいては、他国と異なり紛争

解決を私人に委ねる傾向となっている。そ

のため、違法行為の抑止およびエンフォー

スメントに私人が多大な貢献をしている。

さらに 2015 年以降は、さらに紛争解決を

私人に委ねざるを得ない状況に陥っている。

クラス・アクションを放棄して仲裁を認め

る消費者契約を合衆国最高裁判所が合法と

したためである。当該契約が信義則と公序

良俗違反であると抗弁されているが、合衆

国最高裁判所はこれを退けて合法判断を示

したのである。アメリカはイタリアおよび

わが国とは異なり連邦と州の 2 元的裁判所

制度をもっており、連邦仲裁法が州法を根

拠とする消費者契約に専占することがその

判断根拠であった。信義則および公序良俗

が契約成立の判断基準として機能しなかっ

たため、公的な紛争処理制度の消滅の危機

が指摘されている。紛争解決を過度に私人

に委ねた結果であり、私人による違法行為

の抑止およびエンフォースメントの実行に

おける反作用ともいえるものである。そこ

で、いかにして私人による当該実行の過度

の依存を軽減するかが今後の課題として残

されている。 
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